
議第３５号 

呉市犬又は猫の引取り等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

呉市犬又は猫の引取り等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市犬又は猫の引取り等に関する条例の一部を改正する条例 

呉市犬又は猫の引取り等に関する条例（平成２８年呉市条例第３２号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

呉市犬又は猫の引取り等に関す 

る条例 

呉市動物の愛護及び管理に関す 

る法律施行条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和４８年法律第１０５号。

以下「法」という。）第３５条第１項本文

（同条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による犬又は猫の引取り等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は，動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和４８年法律第１０５号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

  （動物愛護管理員） 

第７条 法第３７条の３に規定する動物愛

護管理担当職員として，動物愛護管理員を

置く。 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか，犬又

は猫の引取り等に関し必要な事項は，市長

が別に定める。 

第８条 この条例に定めるもののほか，この

条例の施行に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

付 則 

この条例は，令和２年６月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い，所要の規定の整備をするた

め，この条例案を提出する。 


